
※事業内容、規模によっては省略

※関係図面を添えて２部提出

※回答まで２〜3週間程度

※工事開始６０日前までに関係図面（A4判）を添えて２部提出

※回答まで２〜3週間程度

※地権者の土地改変・出土品権利放棄承諾

事業者

町教育委員会

宮城県
※調査終了後、工事着工

計画変更不可

遺構あり

関わりなし

関わりあり

大郷町埋蔵文化財手続等フローチャート
関わりなし

遺構なし

計画変更可

事業計画・立案

分 布 調 査

周知の
埋蔵文化財包蔵地の照会 工事着手

町へ協議書提出

県へ進達

②工事立会 ③確認調査①慎重工事
●遺跡への影響が低いと判断できる。
●開発事業者は遺跡に注意して工事を行うこと。
●遺構等発見時には速やかに連絡すること。

●開発工事中に職員が現場を確認し、掘削状況等
を記録する。

●立会の日程調整が必要。

●遺跡の範囲・深さ・性格・内容等を把握
するための部分的な発掘調査。

●調査日の調整が必要。

県から回答

町へ発掘届提出（文化財保護法第93条第1項）

県へ進達 県から通知

工事着手

③確認調査

町へ発掘調査承諾書提出

確認調査

三 者 協 議

本発掘調査

出土品整理・報告書作成

②工事立会

①慎重工事


